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令和 ６ 年 ２ 月１６日 

〇条例 

 小田原市議会事務局設置条例の一部を改正する条例 



小田原市議会事務局設置条例の一部を改正する条例 

［改正理由］ 

小田原市議会の事務局の名称を議会局に変更するため改正する。 

［内  容］ 

 １ 事務局の名称の変更（第１条関係） 

   事務局の名称を議会局に変更することとする。 

 ２ 事務局の名称の変更に伴う関係条例の整備（改正条例附則第２項及び第３項関

係） 

   １による事務局の名称の変更に伴い、次の条例について、所要の規定の整備を

行うこととする。 

  (1) 小田原市議会基本条例（第１２条関係） 

  (2) 小田原市議会委員会条例（別表関係） 

 ３ その他 

   規定を整備することとする。 

［適  用］ 

  令和 ６ 年 ４ 月 １ 日 

 



小田原市議会事務局設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１６日 

 

小田原市長 守 屋 輝 彦       

 

小田原市条例第 ３ 号 

小田原市議会事務局設置条例の一部を改正する条例 

小田原市議会事務局設置条例（昭和２５年小田原市条例第１４４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「事務局」の次に「として議会局」を加える。 

第２条中「事務局に」を「議会局に」に、「事務局長」を「議会局長」に改め、同条

に次の１項を加える。 

２ 前項の議会局長は、事務局長とする。 

第３条中「小田原市職員定数条例」を「、小田原市職員定数条例（昭和２４年小田原

市条例第１００号）」に改める。 

第４条中「議長」を「、議長」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （小田原市議会基本条例の一部改正） 

２ 小田原市議会基本条例（平成２５年小田原市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。 

目次及び第６章の章名中「議会事務局」を「事務局」に改める。 

第１２条の見出しを「（事務局）」に改め、同条中「議会事務局」を「事務局」に

改める。 

（小田原市議会委員会条例の一部改正） 

３ 小田原市議会委員会条例（昭和３９年小田原市条例第６６号）の一部を次のように

改正する。 

  別表総務常任委員会の項中「議会事務局」を「議会局」に改める。 


